
 

「肝疾患かかりつけ医」への協力のお願い  

 

 

○「肝疾患かかりつけ医」とは、静岡県肝炎対策推進計画(平成24年３月策定)において、肝疾

患の地域診療連携に御協力いただける医療機関を登録し、広く県民へ周知することによって、

肝炎ウイルス検査陽性者や患者等が、身近な医療機関で安心して適切な検査や治療を受ける

ことができる医療体制を確保する取組です（図）。 

○平成24年度に引き続きのお願いです。お蔭様で、平成25年１月30日現在で、163の医療機

関の登録をいただいております（既に御登録いただいている医療機関は、申込書の再提出は

不要です。）。 

○申込締切は、平成25年10月31日（木）とさせていただきます。 
 

図 医療体制のイメージ 

 
 

○肝疾患かかりつけ医の要件は、以下のとおりです。 

１ 肝炎の初期診断に必要な検査を実施できること（血液検査） 

２ インターフェロン等の抗ウイルス療法や肝庇護療法等の肝炎治療を実施できること＊１ 

（専門治療を行う医療機関との連携による治療を含む） 

３ 肝臓病手帳の活用に協力できること＊２ 

４ 地域肝疾患診療連携拠点病院と連携し、地域連携クリティカルパスの活用に協力できること＊３ 

５ 静岡県肝疾患診療連携拠点病院等が実施する肝疾患に関する研修会を受講できること＊４ 

＊１ 拠点病院以外で専門的治療を行っている医療機関はもちろん、拠点病院等との病診連携で治療していた

だける医療機関もぜひ御協力ください。 

＊２ 定期検査や地域連携に活用していただくため、公表後に県肝疾患診療連携拠点病院から送付します。 

＊３ 必要に応じて、パスの活用に御協力いただければ結構です。 

＊４ 本計画期間である平成26年度末までに、１回受講していただければ結構です。 

〔今年度の開催予定〕 ※日本医師会生涯教育制度単位申請予定 

東部：平成25年12月14日(土) 13:00～ 会場：三島市民文化会館 

西部：平成25年12月11日(水) 19:30～ 会場：ホテルクラウンパレス浜松 

 

○平成26年１月を目途に、県及び県肝疾患診療連携拠点病院のホームページ等に掲載し、県民

への周知します。 

○専門分野は限定しませんので、多くの医療機関にご協力いただきたいと考えています。 

○お問合せ先 静岡県疾病対策課 電話 054-221-2431 担当 奈良 



静岡県健康福祉部 疾病対策課 行 
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平成２５年  月  日 

 

「肝疾患かかりつけ医」医療体制の協力申込書 

 

肝疾患かかりつけ医の要件に賛同し、医療体制の確保に協力します。 
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